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昭
和
5
2
年
度
高
松
団
地
建
設
予
定
地

昭和52年度一般会計歳入歳出予算

四
十
六
億
五
千
万
円

公
共
施
設
の
整
備
を

重
点
的
に

昭
和
五
十
二
年
度
一
般
会
計
予
算

は
、
昭
和
五
十
一
年
度
に
引
き
続
い
て

厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
国
の
財

政
対
策
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
財
源
の

確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
消
費
的
な

層
費
の
節
約
に
努
め
、
住
民
の
生
活
に

関
連
す
る
公
共
施
設
の
整
備
な
ど
の
施

策
を
重
点
的
に
押
し
進
め
、
財
政
の
健

全
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
財
源
の
効

率
的
な
配
分
に
努
め
予
算
編
成
を
し
て

い
ま
す
が
、
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は

補
助
単
価
の
引
上
げ
、
制
度
改
正
等
地

方
六
団
体
等
を
中
心
に
今
後
と
も
努
力

し
て
い
き
ま
す
。

今
年
度
の
予
算
総
額
は
、
四
十
六
億

五
千
四
百
三
十
三
万
六
千
円
（
対
前
年

度
比
一
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
増
、
増
加

額
四
億
五
千
八
百
五
十
五
万
二
千
円
）

と
な
っ
て
お
り
、
事
務
関
係
収
入
二
十

億
四
千
二
百
二
十
四
万
円
（
対
前
年
度

比
六
パ
ー
セ
ン
ト
増
）
通
常
事
務
経
費

十
九
億
四
千
七
百
四
万
六
千
円
（
対
前

年
度
比
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
増
）
で
、

経
費
が
収
入
額
を
上
回
っ
た
延
び
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。

主
な
公
共
投
資
事
業

公
共
投
資
事
業
の
主
な
も
の
は
次
の

通
り
で
、
全
体
と
し
て
は
昨
年
に
比
べ

二
億
七
百
七
十
八
万
円
の
増
で
、
全
体

で
は
十
九
億
一
千
六
百
六
十
九
万
円
を

計
上
し
て
い
ま
す
。

改
良
住
宅
建
設
事
業

一
三
億
六
、
八
一
一
万
円

学
校
施
設
整
備
事
業

二
億
三
、
八
六
八
万
円

失
業
対
策
事
業

一
億
三
、
一
二
一
六
万
円

道
路
新
設
改
良
事
業

九
、
四
七
七
万
円

第
二
保
育
園
改
築一

億
二
六
六
万
円

′
　
橋
梁
改
良
事
業

三
、
八
五
〇
万
円

河
川
改
良
事
業

一
、
三
三
八
万
円

鉱
害
復
旧
事
業

鉱
害
復
旧
事
業
は
昨
年
に
比
べ
　
ｌ
一
億

五
百
九
十
三
万
円
の
増
で
、
全
体
で
は

五
億
三
千
六
百
六
十
三
万
円
を
計
上
し

て
い
ま
す
。

一
般
河
川
等
鉱
害
復
旧

一
億
六
、
四
五
七
万
円

下
水
道
鉱
害
復
旧四

、
八
五
七
万
円

学
校
施
設
鉱
害
復
旧

二
、
七
四
五
万
円

家
屋
等
鉱
害
復
旧

二
億
九
、
〇
二
三
万
円

ｌ
如
事
務
組
合
分
担
金

老
人
施
設
組
合

伝
染
病
院
組
合

火
葬
場
組
合

し
尿
処
理
組
合

ご
み
処
理
組
合

痴
両
水
利
組
合

消
防
組
合

一
七
八
万
円

三
五
二
万
円

八
熱
粁
円

六
、
四
四
1
万
円

六
、
三
一
九
万
円

′
　
九
八
万
円

八
、
七
〇
〇
万
円
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4千万円の黒字予算を編成

従来の累槙赤字を解消

昭
和
五
十
一
年

六
月
に
水
道
事
業

給
水
条
例
の
一
部

を
改
正
（
水
道
料

金
及
び
口
径
別
納

付
金
）
　
し
、
ま

た
、
漏
水
防
止
対

策
事
業
を
重
点
的

に
行
な
っ
た
結

果
、
水
道
事
業
会

計
も
徐
々
に
好
転

し
て
き
ま
し
た
。

昭
和
五
十
二
年

度
は
、
昨
年
の
実

績
を
も
と
に
給
水

件
数
で
八
千
件
、

1
一

、

総
配
水
量
二
万
四
千
三
百
四
立
方
メ
ー

ト
ル
、
有
収
率
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

骨
子
と
し
て
予
算
編
成
を
い
た
し
ま
し

た
。ま

ず
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
収
入

面
で
、
給
水
使
用
料
、
口
径
別
納
付
金

な
ど
の
営
業
収
益
が
二
億
八
千
七
百
七

十
二
万
円
、
そ
の
他
営
業
外
収
益
二
千

五
百
八
十
六
万
円
を
計
上
し
て
い
ま

す
。
つ
ぎ
に
支
出
面
で
、
原
水
購
入

費
、
給
水
管
理
費
な
ど
営
業
費
用
と
し

て
二
億
五
千
三
十
五
万
円
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

五
十
二
年
度
予
算
の
大
き
な
特
徴
と

し
て
は
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
を
差

引
き
し
て
、
四
千
九
十
三
万
円
の
黒
字

予
算
を
編
成
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
従
来
の
累
積
赤
字
は
大
幅

に
解
消
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。

十

必
要
な
老
齢
者
医
療

保
険
制
度

国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
に
つ
い
て

は
、
老
齢
者
医
療
保
障
制
度
の
抜
本
的

改
革
及
び
、
高
額
療
養
費
国
庫
負
担
制

度
の
確
立
、
保
険
者
事
務
費
増
観
等
、

関
係
団
体
と
運
動
を
し
て
い
ま
す
が
全

面
解
決
に
は
い
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

昭
和
五
十
二
年
度
国
民
健
康
保
険
事

業
特
別
会
計
予
算
は
、
総
額
三
億
九
千

七
百
一
万
七
千
円
で
、
前
年
度
比
が
二

二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
増
、
増
加
額
が
七

千
三
百
七
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

療
養
費
の
単
価
ア
ッ
プ
、
高
額
医
療

費
等
の
延
び
、
税
収
の
確
保
等
に
よ
っ

の
抜
本
的
改
革

て
は
赤
字
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す

が
、
国
保
財
政
の
健
全
化
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

び支出　　（単位千円）
予　　 定　　 額

3 1 3．5 8 7

料 2 4 3．8 3 0

益 1

．金 4 2，5 0 0

益 1．3 9 5

息 5 0 0

入 3 6 0

金 2 5，0 0 0

益 1

2 7 2．6 5 2　 °

費 1 7 0，6 0 4

費 2 9，6 0 5

費 4 0，0 4 5

費 1

費 8 0

費・ 9．8・7 4

用 1 5 0

息 2 2，1 9 2

損 1

費 1 0 0

至保険事業会計予算
1位千円）　　歳　出

区　　　　　 分 金　　 額

総　　　　 務　　　　 費 2 1．8 9 2

保　 険　 給　 付　 費 3 5 4．3 2 0

保　 健　 施　 設　 費 8．7 4 5

公　　　　 債　　　 費 1．0 0 0

前 年 度 綾 上 充 用 金 ‘ 1 0．0 0 0

予　　　　 備　　　　 費 1．0 6 0

歳　　 出　　 合　　 計 3 9 7，0 1 7

農
業
共
済
事
業
特
別
会
計
予
算
は
、

「
農
作
物
共
済
勘
定
」
　
「
家
畜
勘
定
」

「
業
務
勘
定
」
に
分
け
て
編
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

麺
農
作
物
共
済
勘
定
顔

引
受
面
積
は
前
年
度
よ
り
十
ヘ
ク

タ
ー
ル
増
え
て
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
見
込
み
、
共
済
金
額
は
五
十
円
引

上
げ
て
最
低
基
準
の
二
百
円
と
し
、

基
準
反
収
は
四
百
七
十
三
キ
ロ
グ
ラ

ム
で
編
成
し
て
い
ま
す
。

琢
家
畜
勘
定
甥

一
頭
当
り
の
共
済
金
額
は
一
万
円

引
上
げ
て
一
万
一
千
円
、
引
受
頭
数

は
前
年
度
と
同
じ
五
頭
を
見
込
ん
で

編
成
し
て
い
ま
す
。

劣
業
務
勘
定
瘍

歳
入
　
三
百
四
十
二
万
七
千
円

県
補
助
金
　
二
百
六
十
二
万
八
千
円

利
子
及
び
配
当
金

二
十
三
万
一
千
円

繰
越
金
　
　
五
十
六
万
七
千
円

繰
入
金
　
　
　
　
　
一
千
円

歳
出

人
件
費
　
二
百
六
十
九
万
七
千
円
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違
法
駐
車
は

み
ん
な
の
迷
惑
で
す

車
は
車
庫
・
駐
車
場
へ

占
用
は
し
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お
顧
い

し
ま
す
。5

2
年
度
技
能
検
定

◇
申
込
み
　
受
験
申
請
書
は
福
岡
県
技

能
検
定
協
会
、
県
立
職
業
訓
練
校
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

町
内
の
各
所
で
違
法
駐
車
が
目
立
っ

て
い
ま
す
。

自
動
車
の
駐
車
禁
止
場
所
に
つ
い
て

は
、
道
路
交
通
法
に
も
あ
る
通
り
で
す

が
、
特
に
、
路
上
に
駐
車
し
た
場
合
、

車
の
右
側
の
道
路
上
に
三
・
五
メ
ー
ト

ル
以
上
の
余
地
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
よ
う
な
狭
い
道
路
で
の
違

法
駐
車
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

狭
い
道
路
を
車
で
ふ
さ
ぐ
と
、
火
災

な
ど
の
緊
急
の
場
合
、
消
防
自
動
車
等

が
通
れ
ず
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。町

内
の
幹
線
道
路
に
は
一
部
で
駐
車

禁
止
の
規
制
が
な
さ
れ
、
取
締
り
も
時

々
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
近
く
す
べ
て
の

幹
線
道
路
に
駐
車
禁
止
の
規
制
が
な
さ

れ
、
そ
れ
に
伴
い
違
法
駐
車
の
取
締
り

も
一
層
強
化
さ
れ
る
予
定
で
す
。

安
全
で
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た

め
、
違
法
駐
車
及
び
物
件
の
道
路
不
法

◇
受
付
期
間
　
5
月
2
日
～
1
3
日

◇
試
験
日
　
9
月
1
1
・
1
8
・
、
2
5
日

◇
実
施
職
種
　
造
園
、
機
械
加
工
、
金

属
プ
レ
ス
加
工
、
板
金
、
木
工
、
印

刷
、
左
官
、
化
学
分
析
、
塗
装
他

◇
聞
合
せ
先
　
福
岡
県
技
能
検
定
協
会

（

食

0

9

2

・

2

9

1

・

0

6

4

7

〕
◇
そ
の
他
　
参
加
申
込
書
及
び
振
込
依

頼
書
の
用
紙
は
、
福
岡
県
抒
能
検
定

協
会
及
び
県
立
職
業
訓
練
校
で
お
渡

し
し
ま
す
。

身
障
者

運
転
免
許
希
望
者
に

販
得
の
費
用
を
助
成

技
能
五
輪
県
大
会

◇
競
技
職
種
　
旋
盤
、
機
械
組
立
、
洋

裁
、
木
型
、
建
具
、
左
官
他

◇
参
加
料
　
六
千
五
百
円
～
八
千
五
百

円
◇
競
技
日
　
6
月
2
9
日
か
ら
9
月
3
0
日

ま
で
の
間
の
指
定
す
る
日

◇
参
加
資
格
　
昭
和
3
2
年
1
月
1
日
か

ら
3
4
年
1
2
月
3
1
日
ま
で
に
好
ま
れ
た

男
女

√

県
で
は
、
今
年
も
身
体
障
害
者
の
社

会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
、
自
動
車
運

転
免
許
（
一
種
普
通
免
許
）
の
取
得
に

か
か
る
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

桑
望
さ
れ
る
か
た
は
、
町
厚
生
課
民

生
係
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
札
象
者
　
5
2
年
4
月
1
日
現
在
で
、

5
5
歳
以
下
で
身
障
等
級
が
5
級
以
上

の
か
た
。

◇
受
付
期
間
　
4
月
2
5
日
～
5
月
7
日

運
動
に
ち
な
ん
で
、
郵
便
は
が
き
を
四

月
二
十
日
に
発
行
、
そ
の
一
部
を
重
度

の
身
体
障
害
者
の
か
た
の
申
し
出
に
よ

り
逓
信
記
念
に
際
し
、
一
人
に
つ
ｌ
き
二

十
枚
を
配
布
し
ま
す
。

◇
対
象
　
重
度
の
身
体
障
害
者
（
一
級

ま
た
は
二
級
）
、
5
2
年
4
日
1
日
現

在
満
6
歳
以
上
の
か
た
。

◇
申
出
方
法
　
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

住
所
ま
た
は
居
所
の
近
く
の
郵
便
局

に
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
提
示
し
、

所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
申
し
出
て
く
だ
さ
い
（
代
理
人
に

よ
る
申
し
出
で
も
き
ま
す
）
。

用
紙
は
郵
便
局
及
び
町
厚
生
課
民

生
係
に
あ
り
ま
す
。

◇
申
出
期
日
　
4
月
1
日
～
5
月
3
1
日

福
岡
県
警
察
官
募
集

重

度

障

害

者

に

郵

便

は

が

き

を

差

し

あ

げ

ま

す

郵
政
省
で
は
、
身
体
障
害
福
祉
強
調

◇
受
験
資
格
　
昭
和
5
2
年
4
月
1
日
現

在
で
、
1
8
歳
以
上
2
8
歳
未
満
の
男
子

◇
受
付
期
間
　
ｋ
月
2
1
日
～
5
月
2
0
日

◇
試
験
日
　
6
月
5
日

．
ｈ
ｌ

◇
試
験
地
．
福
岡
市
・
北
九
州
市
他

◇
採
用
時
期
　
昭
和
5
2
年
9
月

◇
問
合
せ
先
　
福
岡
県
人
事
委
員
爵
（

＼

鐘

0

9

2

・

．

2

9

1

・

3

0

6

7

Ｊ

ＴＴ
Ｊ

そ
の
他
、
近
く
の
警
察
署
、
派
出

所
、
駐
在
所

蒜
講
声
㌢
讐

町
で
は
老
人
大
学
講
座
の
受
講
生
を

募
集
し
ま
す
。
募
集
の
対
象
は
、
六
十

歳
以
上
の
男
女
で
、
開
設
期
間
中
継
続

し
て
参
加
で
き
る
か
た
。
た
だ
し
、
新

規
受
講
者
を
優
先
し
ま
す
。

▽
学
習
内
容

①
教
養
コ
ー
ス
、
老
人
と
生
活
、
郷

土
の
歴
史
、
老
人
の
生
き
が
い
な
ど

㊥
選
択
コ
ー
ス
、
園
芸
コ
ー
ス
、
書

道
コ
ー
ス
、
水
墨
画
コ
ー
ス
、
短
歌
コ

ー
ス

▽
募
集
人
員
一
〇
〇
名

▽
学
習
回
数
と
時
間

5
月
下
旬
か
ら
1
1
月
中
旬
ま
で
月

約
4
回
、
計
2
0
回
、
毎
回
の
学
習
時

間
灘
．
4
時
間

▽
申
込
み
方
法
　
申
込
み
用
紙
（
各
地

区
の
老
人
会
長
さ
ん
の
所
か
、
教
育

委
員
会
に
あ
り
ま
す
）
に
該
当
事
項

を
記
入
し
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
先
　
町
教
育
委
員
会

▽
締
切
り
　
4
月
3
0
日
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飼
い
犬
の

。
正
し
い
飼
い
方

犬
に
よ
る
被
害
が
各
地
に
発
生
し
、

大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
般
に
従
順
な
犬
で
も
飼
い
方
を
誤

る
と
人
に
喫
み
つ
い
た
り
、
田
畑
を
荒

し
た
り
、
フ
ン
で
公
園
、
道
路
を
汚
し

た
り
、
ご
み
箱
を
あ
き
っ
た
り
す
る
な

ど
多
く
の
人
に
迷
惑
を
か
け
ま
す
。
先

ず
犬
を
飼
う
場
合
は
、
家
族
全
員
の
希

望
で
あ
る
こ
と
と
、
犬
小
屋
の
確
保
が

？

で
き
て
死
ぬ
ま
で
世
話
す
る
こ
と
が
最

も
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
犬
を

飼
う
に
は
愛
情
を
も
っ
て
他
人
に
迷
惑

を
か
け
な
い
責
任
あ
る
正
し
い
飼
い
万

を
す
る
よ
う
心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

▽
犬
は
つ
な
い
で
飼
う
こ
と

放
し
飼
い
に
よ
り
人
畜
に
危
害
を
加

え
た
り
、
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
丈
夫
な
く
さ
り
や
綱

で
つ
な
ぐ
か
又
お
り
か
囲
い
の
中
で
飼

う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
に
岐
む
く
せ
の
あ
る
犬
は
必
ず
口
輪

を
つ
け
る
か
、
人
の
出
入
り
し
な
い
と

こ
ろ
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
大
切
で
す
。

▽
捨
て
犬
を
し
な
い
こ
と

不
用
に
な
っ
た
犬
（
仔
犬
で
も
親
犬

で
も
）
を
捨
て
る
と
、
野
犬
に
な
る
の

で
、
必
ず
保
健
所
（
雪
6
9
1
・
4
1

6
1
）
に
届
出
て
引
取
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
大
切
で
す
。

Ｊｍｈｌ■ｐ

運
動
不
足
の
方
1
あ
な
た
も
ど
う
ぞ

家
の
中
で
で
き
る

簡
単
な
運
動
か
ら

あ
な
た
は
ス
ポ
ー
ツ
が
、
グ
ラ
ン
ド

や
体
育
館
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
も
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
お
っ
く
う
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。

家
族
が
日
常
生
活
の
中
で
、
ス
ポ
ー

ツ
や
運
動
を
始
め
る
の
に
、
い
ち
ば
ん

身
近
か
で
気
軽
に
、
い
つ
で
も
で
き
る

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ

な
た
の
家
の
中
で
す
。

自
分
の
健
康
管
理
は
自
分
で
　
－
。

運
動
不
足
に
な
り
が
ち
な
か
た
は
、

次
の
よ
う
な
運
動
を
し
て
、
運
動
不
足

を
解
消
さ
れ
ま
せ
ん
か
。

こんな動きができますか？

テストｌ　腕立て足ぬき　①

めやす　10回

水巻町

選挙管理委員会

委員長に

小林太四一氏

三
月
二
十
日
の
議
会
選
挙
で
、
水
巻

町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
が
次
の
と
お

り
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
前
委
員
の
任
期
が
満
了
と

な
っ
た
た
め
、
今
回
改
選
さ
れ
た
も
の

で
す
。

任
期
は
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
日

か
ら
昭
和
五
十
六
年
三
月
二
十
九
日
ま

で
で
す
。

委
員
長
に
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
の

選
挙
で
小
林
太
四
一
氏
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。委

員
長
　
小
林
太
四
一
頃
末

委
員
　
麻
生
　
啓
一
樋
口
、

委
員
　
稲
村
　
ｒ
丑
　
古
賀
区

委
員
　
柴
田
　
静
寅
　
机

行

政

相

談

委

員

に

テスト1ができない人はＣの運動を

塚
　
原
　
康
　
親
氏

ト立ち足ぬき　　　　　←腕立て支え　　　　ト腕立て手たたき▼1ＬソＡｔこ・・▼．－Ｃ

耐の微細ん合わせて、耶円　正臥あぐら・附けな紬姿勢　腕立て伏せ軋て・鵡手ではすみ　腕立て伽ＩＣなゥて・片足紬
をつくり、それ柑足ずつまｒこいｔ　費と。・醇でから粕支えて全身　をつけて卵つき放すようｌこして空　方に伸ばし、も卜方の足を曲げ

鵬細用し、逆の方那もとに　そ上にあけ、恥廿も印まま5　巾で手をに′こく・　　　　た姿如と。、伸ばした足紺と

戻る・めやす1＿‖回　秒がんばろうふ‥－Ｉ。国　昔にけ霊’霊忘てま佃忘‥－1。回

行
政
管
理
庁
は
、
国
が
行
な
っ
て
い

る
行
政
や
事
業
な
ど
に
つ
い
て
、
み
な

き
ん
の
不
満
や
苦
情
を
聞
き
、
あ
つ
せ

ん
解
決
す
る
た
め
、
全
国
の
市
町
村
に

行
政
相
談
委
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す

が
、
水
巻
町
で
も
頃
末
の
武
尾
友
敏
氏

が
5
0
年
か
ら
2
年
間
、
相
談
委
員
に
携

わ
．
っ
て
い
ま
し
た
が
、
任
期
が
満
了
と

な
っ
た
た
め
、
後
任
に
、
樋
口
の
塚
原

康
親
氏
が
新
し
く
相
談
委
員
と
な
り
ま

し
た
。行

政
相
談
委
員
略
歴
（
敬
称
略
）

、
壕
頂
康
親
　
謎
歳
、
猪
熊
在
住

水
巻
町
役
場
2
5
年
奉
職
。
企
画
室
公

害
主
幹
、
住
民
相
談
室
長
（
公
害
、
広

戯
Ⅴ
広
聴
、
行
収
相
談
な
ど
の
業
務
諦

良
）
を
歴
任
′

昭和52年3月禾人口「ｑ前年度比）

一　人　口　　24，846　（十76）

ヽ
一
ノ

Ｑ
ｎ
Ｕ

2＋
し

ヽ
－
ノ

0
0

4
＋ｌ

、

男・　12，032

＼1誓
7，381（＋36）

▼＿＿＿∴

女

世帯数
Ｌ＿．＿，＿．ｍ＿一

ｒ
－
ｈ
ｌ
ｒ
餅
臨
終
Ｌ
㌫
町
に
「
敲
声
ト
ー
Ｎ
Ｈ
臣
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口
発
行
人
　
水
巻
町
長

伊
　
藤
　
衛

集
　
水
　
巻
　
町
　
住
　
民
　
相
　
談
　
室
　
（
電
　
話
　
6
0
1

ロ
　
印
　
刷
　
冷
　
牟
　
田
　
印
　
刷
　
合
　
資
　
会
　
社

5月のし尿汲取予定

1日　頃末、猪熊

2日　頃末、猪鱒

6日　磨熊県任、鯉口、吉田片山　猪熊

7日　御輪地、車返し、垣添、緑風園、ヌメリ

石、吉田本村　猪熊

9日　中央区、苫田宮尾、高松区、三ツ頭、猪

鱒

10日　中央区、川端通り、苫田商店街、月夜待

御輪地、新生街、古賀

11日　伊左座、立屋敷、吉田県道筋、吉田大橋

通り、車返し、古賀、机

12日　苫田本村、下二、上二、下二町住、上二

町住、古賀、机

13日　机社宅、古賀区、樋口

14日　常ノ下社宅、古賀区、樋口
1

16日　吉田団地、古賀区、樋口　一

17日　吉田団地、鯉口区、頃末（6・11・14区

）

18日　吉田団地、鯉口区、頃末（15・18・25区

）松栄荘、頃未（6・11・14区）

19日　吉田本村、伊左座、下二、上二、頃末（

115・18・25区）、松栄荘、美吉野

20日　美吉野

23日　みずほ、猪熊町住

24日　払ずは、下二幼稚園通り、古賀県住

25日　下二幼稚園通り、樋口、

26日　畢ｒ
27日　梅ノ木区

′28日：梅ノ木区

30日　頃末（6・11・14区）梅ノ木区

31日　猪熊
ｌ

小

児

マ

ヒ

予

防

の

生

　

ワ

　

ク

　

投

　

与

▽
対
象
児

・
1
回
目
の
服
用
　
生
後
3
ケ
月
～

1
8
ケ
月
の
乳
幼
児
で
、
ま
だ
一
度
も

服
用
し
て
い
な
い
子

・
2
回
目
の
服
用
　
生
後
3
ケ
月
～

4
8
ケ
月
の
乳
用
児
で
、
一
回
服
用
し

て
い
る
子

▽
日
時
　
5
月
6
日
、
1
4
時
～
1
5
時

▽
場
所
　
水
巻
町
々
民
会
館
ホ
ー
ル

な
お
、
当
日
の
朝
は
必
ず
体
温
を
計

っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
又
、
当
日
は
母

子
手
帳
を
持
参
の
こ
と
。
問
診
票
は
、

町
衛
生
係
で
発
行
し
ま
す
の
で
、
前
日

ま
で
に
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

▽
次
の
項
に
該
当
す
る
子
は
生
ワ
ク
を

飲
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

①
、
有
熱
患
者
、
心
臓
血
管
系
、
腎

臓
、
肝
臓
に
病
気
を
も
つ
子
供
。
糖

尿
病
、
脚
気
お
よ
び
医
師
が
予
防
接

種
を
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
た

子㊥
、
病
後
衰
弱
者
や
著
し
い
栄
養
障

害
の
あ
る
子

㊥
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
や
け
い
れ
ん

体
質
の
子

④
、
現
在
下
痢
を
し
て
い
る
子

⑤
、
は
し
か
な
ど
の
ワ
ク
チ
ン
を
受

け
て
一
ケ
月
以
内
の
子

え
ぶ
り
山
荘

利
用
者
年
齢
を

6
0
歳
に
引
下
げ

老
人
憩
い
の
家
　
「
え
ぶ
り
山
荘
」

は
、
四
十
九
年
十
二
月
に
開
所
し
て
以

来
毎
日
た
く
さ
ん
の
お
年
寄
り
に
利
用

し
て
い
た
だ
き
、
最
近
で
は
一
日
に
六

十
名
く
ら
い
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
町
で
は
よ

り
多
く
の
お
年
寄
り
の
み
な
さ
ん
に
利

用
し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
五
月
一
日
か

ら
え
ぶ
り
山
荘
利
用
者
の
年
齢
を
、
こ

れ
ま
で
の
六
十
三
歳
か
ら
六
十
歳
に
引

き
下
げ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。え

ぶ
り
山
荘
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
、
え
ぶ
り
山
荘
（
靡
6
0
2
・

6
2
3
0
）
、
町
老
人
児
童
謀
へ
。

心
　
配
ご
と
　
と

人
権
法
律
相
談

町
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
次
の
と
お

り
「
心
配
ご
と
相
談
」
と
「
人
権
法
律

相
談
」
を
合
同
で
行
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
か
た
く
守
ら
れ
ま
す
。

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

◇
日
時

5

月

6

日

　

1

0

時

～

1

5

時

1

6

日

　

1

3

時

～

1

6

時

3

0

分

2
7
日
．
．
1
3
時
～
1
6
時
3
0
分

◇
場
所
　
町
民
会
館
日
本
間

な
お
、
5
月
3
日
は
新
憲
法
が
施
行

さ
れ
て
3
0
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
社
会

福
祉
協
議
会
で
も
、
こ
の
記
念
行
事
の

一
つ
と
し
て
、
5
月
6
日
に
「
人
権
法

律
相
談
所
」
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

こ
の
日
は
小
倉
法
務
局
、
遠
賀
福
祉

事
務
所
か
ら
も
担
当
職
員
が
出
席
し
、

相
談
に
応
じ
ま
す
。

㊥
相
談
員

。
人
権
法
律
相
談

小
倉
法
務
局
担
当
職
員

。
生
活
更
正
相
談
・
婦
人
相
談

遠
賀
福
祉
事
務
所
担
当
職
員

㊥
相
談
内
容

。
農
地
、
借
地
借
家
、
金
銭
貸
借
、

戸
籍
、
登
記
、
扶
養
問
題
、
名
誉
侵

害
、
離
婚
、
そ
の
他
の
法
律
相
談

。
生
活
相
談
、
婦
人
相
談
、
児
童
福

祉
、
老
人
福
祉
、
家
庭
内
の
心
配
ご

と

恥，曜　在　宅　医
5月1日　永松医院　耳鼻科　頃　末　691・0386

8日　森田医院　内・児科　樋　口　691・0616

15日　村田医院　内・児科　頃　末　691・0745

22具申村医院内．児科下二　691°5820

診察時間は9時から17時、原則として往診はいたしません。
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お　　礼

：∴∴二∴∴「∴∴∵予言
ｌお礼申しあげます0
ミ　　楷ノ木区

故井崎ヨシノ殿　中岡貞男殿

ｉ　吉田団地
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